【参考例】

eq \o\ad(                     ,販売計画書)
１　販売事業開始の日　　　　令和　　年　　月　　日
２　販売の目的
	用途
	１ 溶接又は熱切断用のアセチレン、天然ガス、酸素、液化石油ガス

２ スクーバダイビング等呼吸用空気　　３ 在宅酸素療法用液化酸素

４ 燃料用液化石油ガス（工業用・その他）５ 冷媒用フルオロカーボン（可燃性を除く）　６ その他（

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	販売区域
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	引渡先事業所数
	１ 消費先　　　　　事業所　　　　　２ 卸売先　　　　　販売所

	その他参考事項
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


３　販売するガスの種類
	ガスの区分
	ガスの名称
	販売の方法
	配送の方法

	特殊高圧ガス
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	直送・貯蔵
	自社・委託

	毒性ガス
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	直送・貯蔵
	自社・委託

	可燃性ガス
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	直送・貯蔵
	自社・委託

	可燃性・毒性ガス
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	直送・貯蔵
	自社・委託

	酸素
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	直送・貯蔵
	自社・委託

	不活性ガス ※
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	直送・貯蔵
	自社・委託

	その他のガス
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	直送・貯蔵
	自社・委託


備考　１　「直送」とは、容器置場又は導管を所（占）有しないで販売することをいう。
２　「貯蔵」とは、容器置場又は導管を所（占）有して販売することをいう。
３　「不活性ガス」とは、ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性を除く。)。

４　フルオロカーボンはその種類も記載すること。
４　高圧ガス供給系統図
	　


５　販売方法の基準
高圧ガス保安法第２０条の６第１項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する下記の事項について遵守します。
一般高圧ガス保安規則第４０条

第１号　高圧ガスの引渡先の保安状況（次の記載事項）を明記した台帳を備える。

1 引渡先の名称及び所在地
2 当該引渡先に対する販売上の保安責任者の氏名（販売主任者免状等所持者が望ましい。）

3 消費者に直接販売する場合にあっては、消費場所、消費の方法、ガスの種類ごとの使用の状態等

4 卸売りする場合にあっては、引渡先（販売業者）の届出年月日

第２号　充てん容器等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、当該ガスが漏えいしていないものをもって行う。

第３号　ＣＮＧの容器の引渡しは、高圧ガス保安法第４８条第１項第５号の経済産業省令で定める期間を６月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもってすること。

６　台帳及び帳簿
高圧ガス保安法第２０条の６第１項及び第６０条第１項の規定に基づき、下記のとおり備え、記載及び保存します。
	○印
	帳簿名
	保存期間
	様式
	根拠

	　
	引渡先保安台帳
	引渡継続期間
	別紙　　のとおり
	法第２０条の６第１項

	　
	容器授受簿
	２年
	別紙　　のとおり
	法第６０条第１項

一般則第９５条・液石則第９３条

	　
	周知済記録台帳
	２年
	別紙　　のとおり
	


７　周知文書
高圧ガス保安法第２０条の５第１項、一般高圧ガス保安規則第３８条及び第３９条の規定に基づき、高圧ガスを購入して消費する者に対し、別紙　　の例の文書を交付して周知させます。
８　保安教育
高圧ガス保安法第２７条第４項の規定に基づき、従事者に保安教育を施します。
９　販売主任者の選任

販売主任者を選任又は解任した場合、高圧ガス保安法第２８条第３項で準用する同法第２７条の２第５項の規定に基づき、「高圧ガス販売主任者届書」を別途に届け出ます。

	　第一種販売主任者
	
	　第二種販売主任者

	氏名
	　　　　　　　　　　　　　　　
	
	氏名
	　　　　　　　　　　　　　　　

	免状の

種類

	第一種販売
甲種化学・甲種機械
乙種化学・乙種機械
	
	免状の種類
	第二種販売
甲種化学・甲種機械
乙種化学・乙種機械
丙種化学（特丙を除く）

	免状番号
	　　　　第　　　　号
	
	
	

	経験ガスの区分
	特殊高圧ガス／可燃性・毒性ガス
可燃性ガス／毒性ガス／酸素
	
	免状番号
	　　　　第　　　　号

	
	
	
	経験ガスの区分
	液化石油ガス


備考　「第一種販売主任者」の「経験ガスの区分」欄は、一般高圧ガス保安規則第７２条第２項の表下欄に掲げるガスについて、６月以上の経験があるガスの区分を丸で囲む。
10　販売に係る貯蔵
「３　販売するガスの種類」の「販売の方法」において、ガスを貯蔵して販売する場合は、高圧ガス保安法第１５条第１項の規定を遵守します。
	容器置場面積
	           ｍ２

	容器置場所在地

	販売所内
	     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	
	その他
	住所
	    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

	
	
	電話番号
	    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	
	
	所有者
	 自社・借用（　　　　　　　　　　　　　　　）

	貯蔵量（容積）
	第一種ガス
	     　　　　ｍ３
	第二種ガス
	          　　ｍ３

	貯蔵所の種類
	第一種貯蔵所（許可）・第二種貯蔵所（届出）・その他の貯蔵 


備考　１　「貯蔵量（容積）」の欄において、液化ガスは１０ kgを１ ｍ３に換算する。

２　「第一種ガス」は、ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性を除く)及び空気。「第二種ガス」は、第一種ガス以外。

11　高圧ガスの移動
「３　販売するガスの種類」の「配送の方法」で、自社で配送する場合は、高圧ガス保安法第２３条第１項及び第２項の基準に従い実施します。また、委託で配送する場合は、委託先が基準に従い実施することを確認します。

＜留意事項＞


・ガスをどこから買ってどこに売るか


・ガスの状態はどうか（充填容器、直接充填等）


がわかるように図示してください。





＜留意事項＞


上記販売計画書を用いる場合、１～１１の項目について、該当しない事項は、削除してください。











